
サンプルテキスト

  
 

ニュースコンテナー記事 No．１                                                    ■ 発行 ２０１８．９．１０       

「水銀による環境の汚染の防止に関する法律の 

一部を改正する省令案」に対する意見募集について 
 

 

 

    

  

  

〒336 -0015 さいたま市南区大字太田窪 2051 番地 2 

TEL.0120-01-2590   FAX.048-886-2817 
ＵＲＬ：www.knights.co.jp 

絶縁油中のＰＣＢ分析における試験検査結果書並びに分析依頼用紙変更！ 

絶縁油 PCB 分析試験検査結果書に総重量の記載のご要望が増えていることから、

この度、5 月 1 日より、試験検査結果書と分析依頼用紙の記載内容を変更させていただき、

総重量欄を追加させていただきました。新しい依頼用紙の記載例は下記 URL をご参照

下さい。 http://www.knights.jp/ana/pcb/pcbiraiyoushicm.pdf 

水銀による環境の汚染の防止に関する法律第二条第二項の要件を定める省令

（平成 27 年経済産業省・環境省令第 10 号。以下「要件省令」という。）では、水銀による環境の汚染の

防止に関する法律（平成27年法律第42号）第 2条第2項において定義される「水銀含有再生資源」

の要件を、「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第 2 条第１項第１号イに規定する物

（平成 10年環境庁・厚生省・通商産業省告示第 1号）別表第 3第 27号に掲げるものに該当するもの」

としています。今般、「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第 2 条第 1 項第 1 号イに

規定する物」が 9月 30 日限りで廃止されることとなったことを受け、要件省令について必要な改正

を行う予定です。 

ただし、水銀含有再生資源の具体的な要件について実質的な変更を加えるものではありません。 

ついては、この要件省令の一部を改正する本改正案について、広く国民の皆様から意見が募られ

ました。 

募集期間は平成 30 年 7月 31 日（火）から 8月 31 日（金）までの 32日間でした。 

 

当社では、有害金属分析等において実績があります。お気軽にお問い合わせください。 

 

資料 ２０１８年 7 月 31 日付 経済産業省製造産業局化学物質管理課パブリックコメント情報 

分析技術箇所 竹下尚長 
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